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まちなか道の駅による地域活性化のための 

基盤整備検討調査業務委託提案公募要領 

 

１. 提案公募の目的 

本町では、令和６年３月に持続可能な町の実現に向け、まちの魅力や利便性向上を図り、計

画的で一体的な整備や広域連携による機能補完を行い、人口維持・増加を目指すため「土庄町

立地適正化計画」を策定している。また、令和７年２月に「土庄町アイランドタウン創生プラ

ン・基本構想」を策定し、土庄町中心部（本町地区・渕崎地区）の今後の整備や利活用の方針

の検討を進めている。 

昨年度の調査業務では、まちの再生事業との位置づけのもと、旧庁舎・旧渕崎小学校・中央

公民館の３施設を対象に、サウンディング調査等による民間事業者との対話を行い、官民連携

事業手法・スキームについて調査・検討を実施した。 

本公募は、まちなか道の駅の整備に向けて、本町の財政状況を踏まえた限られたコストの中、

民間の活動をより創発する整備が求められる。その中で、昨年度の調査結果を踏まえ、民間事

業者との継続的な対話も踏まえながら、従来手法として整備する場合での投資コストも加味し

た建築計画や整備効果の検討精査、それらを踏まえた民間活力の導入可能性の把握が必要であ

り、それらを調査・検討するに当たり、当該業務を委託する事業者の提案内容や能力等を総合

的に判断し、本業務に最も適した事業者を選定するものである。 

 

２. 業務概要 

（１）業 務 名 まちなか道の駅による地域活性化のための基盤整備検討調査業務委託 

 （２）業務内容 まちなか道の駅による地域活性化のための基盤整備検討調査業務委託仕様

書」（以下「仕様書」という。） 

 （３）履行期間 契約締結日から令和９年３月２６日（金）まで 

 （４）提案上限額 １８，１８３，０００円（消費税及び地方消費税を除く。） 

         この金額を超える提案は無効とする。 

 

３. 参加資格 

この公募要領による手続き（以下「手続」という。）に参加できるものは、参加表明書提

出期限（令和８年７月１３日（月））において、次に掲げる要件を満たしている単独企業又

は共同企業体とする。 

（１）単体企業及び共同企業体構成員に共通する参加要件 

  単体企業及び共同企業体構成員にあっては、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

（ⅰ）本業務の仕様書の内容を適切かつ確実に実行できる十分な事業規模及び安定的な経営

基盤を有すること。 

（ⅱ）参加表明書提出期限日から契約締結日までの間に、土庄町建設工事指名停止等措置要
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領（平成７年土庄町告示第 1号）による指名停止期間中の者でないこと。 

（ⅲ）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号のいずれに

も該当していないこと。 

（ⅳ）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申し立てがなさ

れている又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続開始の申し

立てがなされている等、経営状態が著しく不健全であると認められないこと。 

（ⅴ）国、香川県及び土庄町税の滞納がないこと。 

（ⅵ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条

第１項各号に掲げる者でないこと。 

（２）単独企業に関する参加要件 

 単独企業にあっては、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

（ⅰ）参加表明書提出日現在、香川県内に本店、支店又は営業所を有すること。 

 （ⅱ）国又は地方公共団体等が発注した公共施設等に係る、官民連携手法導入可能性につい

て調査及び検討した業務の実績（元請けとして完了した過去５年以内の実績であること。）

を有すること。 

（３）共同企業体に関する参加要件 

 （ⅰ）共同企業体の代表者は、県内企業・県外企業を問わない。ただし、共同企業体の構成

員の少なくとも１者は、参加表明書提出日現在、香川県内に本店を有すること。 

 （ⅱ）共同企業体の代表者又は構成員は、国又は地方公共団体等が発注した公共施設等に係

る、官民連携手法導入可能性について調査及び検討した業務の実績（元請けとして完了

した過去５年以内の実績であること。）を有すること。 

 （ⅲ）結成方法は自主結成であること。 

 （ⅳ）共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員又は単独で本プロポーザルに参加し

ない者であること。 
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業者選定スケジュール（予定） 

内  容 日  時 

本提案公募の公表 令和８年７月６日（月） 

参加表明書等の提出期間 令和８年７月６日（月）～７月１３日（月）正午まで 

参加資格審査結果の通知 
令和８年７月１７日（金）午後 

メールにて通知する。 

提案公募に関する質問受付期間 令和８年７月６日（月）～７月１７日（金）正午まで 

質問に対する回答の公表日 令和８年７月２１日（火）土庄町ＨＰにて公開 

企画提案書等の提出期間 令和８年７月２１日（火）～２７日（月）午後５時まで 

提案内容審査・ヒアリング 令和８年８月３日（月）予定 

事業者の決定及び選定結果の通知 令和８年８月５日（水）予定 

契約の締結 令和８年８月１０日（月）予定 

 ※選定スケジュールについては、変更となる場合がございます。 

 

４. 提案公募関係資料の交付 

（１）交付資料 

  ア 提案公募要領 

  イ 仕様書 

  ウ 申請関係様式 

   ・参加表明書（様式第１号） 

   ・会社概要書（様式第２号） 

   ・誓約書（様式第３号） 

   ・質問書（様式第４号） 

   ・業務実績書（様式第５号） 

   ・見積書（様式第６号） 

 （２）交付方法 

   土庄町ホームページ上からのダウンロードによる。 

   【掲載ＵＲⅬ】https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/soshiki/somu/kanzai/3731.html 

 

５. 参加表明書の提出等 

 （１）提出方法 

    本公募要領に基づく企画提案書の提出を希望する者は、（５）の提出先にメール又は

直接持参すること。 

   ※メールで提出する場合は、メール送信後、受信確認のため、送信した旨を質問受付期

間中（町役場閉庁日以外の日の午前８時３０分から午後５時まで）に電話連絡すること。 



4 

 

    また、データ送信の場合はＰＤＦにして送信すること。 

（２）提出書類 

  ア 参加表明書（様式第１号） 

  イ 会社概要書（様式第２号） 

    ※共同企業体の構成員ごとに作成すること。 

  ウ 誓約書（様式第３号） 

  エ 国、香川県及び土庄町税に滞納がないことを証明するもの（納税証明書等） 

    ※共同企業体の場合は構成員全員分/証明年月日が 3か月以内のもの/写し可 

（３）提出部数 

   １部 

（４）提出期限 

   令和８年７月６日（月）～７月１３日（月）正午まで 

（５）提出先 

   〒７６１－４１９２ 香川県小豆郡土庄町淵崎甲１４００－２ 

   土庄町 総務課 

   電話番号：０８７９－６２－７０００ 

   メールアドレス：soumu@town.tonosho.lg.jp 

（６）企画提案者の選定 

   参加資格の有無を、令和８年７月１７日（金）午後（時間未定）に担当者連絡先のメー

ルアドレスへ通知する。 

 

６. 提案等に関する質問 

（１）受付方法 

   本要領に基づく企画提案に関する質問がある場合は、令和８年７月１７日（金）正午ま

でに質問書（様式第４号）を（２）に記載するメールアドレスに送付すること。 

   ※メール送信後、受信確認のため、送信した旨を質問受付期間中（町役場閉庁日以外の

日の午前８時３０分から午後５時まで）に電話連絡すること。 

（２）送付先 

   土庄町 総務課 

   電話番号：０８７９－６２－７０００ 

   メールアドレス：soumu@town.tonosho.lg.jp 

（３）質問に対する回答 

   質問受付期間終了後、質問内容及びこれに対する回答の全件を令和８年７月２１日（火）

から企画提案書等の提出期限までの間、４の（２）に示すＵＲⅬ先にて公開する。なお、

質問及び回答が閲覧に供された場合は、仕様書同様、これを熟知の上、企画提案書を提出

しなければならない。 
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７. 企画提案書の提出 

（１）提出方法 

   企画提案書の提出者として選定された者は、次の提出書類を（３）の提出場所に持参

すること。 

  ア 企画書（任意様式） 

   （ⅰ）企画提案内容 

      仕様書に示す業務内容を満たした上で、９．「選定評価基準」に掲載の審査項目

に留意した企画提案を示すこと。 

   （ⅱ）書式 Ａ３横、片面印刷、2枚以内、様式自由 

   （ⅲ）部数 ７部（正本１部、副本６部） 

   （ⅳ）留意事項 

      企画提案書の記述はできるだけ平易な表現（図表等を含む。）とすること。 

イ 業務実績書（様式第５号） 

   （ⅰ）内容 

      これまでに、国又は地方公共団体から受注した業務について記載する。 

   （ⅱ）提出部数 ７部（正本１部、副本６部） 

   （ⅲ）留意事項 

      過去５年以内に受注した、国又は地方公共団体等が発注した公共施設等に係

る、官民連携手法導入可能性について調査及び検討した業務を記載し、提出に際

し、記載した業務の契約書等、業務実績が客観的に把握できる書類の写しを提出す

ること。（２業務まで） 

  ウ 見積書（様式第６号） 

   （ⅰ）内容 見積書には総額（税抜）を記載する。 

   （ⅱ）提出部数 ７部（正本１部、副本６部） 

   （ⅲ）留意事項 

      見積書への押印に代えて責任者等の氏名及び連絡先の記載を可とする。押印の

無い見積書を提出する場合は、見積書の記載欄に、責任者（事務を担当する部門の

長）の部署名及び氏名並びに担当者（事務を担当する部門の者）の部署名及び氏名

をフルネームで記載し、連絡先として電話番号を記載する。なお、この記載がな

く、押印もない場合は無効となる。また、押印の有無に関わらず、いずれの方法で

あっても金額の訂正は認められない。 

（２）提出期間 令和８年７月２１日（火）～２７日（月）午後５時まで（町役場閉庁日は

除く） 

（３）提出場所 

   〒７６１－４１９２ 香川県小豆郡土庄町淵崎甲１４００－２ 

   土庄町 総務課 
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（４）その他 

ア 企画提案は、１者につき１提案に限り、複数の提案があった場合には当該提案者の

企画提案をすべて失格とする。（提出後はいかなる理由があっても再提出は認めな

い。） 

イ 企画提案書の提出後は、その内容を変更することはできない。 

ウ 企画内容は、提案者が確実に実施できる範囲で記載すること。企画提案書に記載し

た内容は、提案金額の中で実施できるものとみなす。 

エ 企画提案書等には、提案者が特定できないよう企業名等を記載しないこと。 

 

８. 審査・ヒアリング 

審査委員会は、提出された企画提案書の提案内容について、ヒアリング（提案者からのプ

レゼンテーション及び質疑応答）を行い、９に掲げる選定評価基準及び配点等に基づき、企

画提案内容を総合的に評価する。 

（１）実施日 

   令和８年８月３日（月）予定 

   時間帯等については、企画提案者に後日通知します。 

（２）方法 

   プレゼンテーション及びヒアリングをオンラインにより実施します。 

（３）時間配分 

   プレゼンテーション２０分、質疑応答１０分 

（４）その他 

   参加者が１者の場合においても審査を実施する。 

   審査順序は、参加表明書の受付順とする。 
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９. 選定評価基準 

  企画提案書等の審査における選定基準は、以下のとおりとする。 

  なお、提案公募参加者が１者のみであっても、評価対象とする。 

大項目 審査項目 審査視点 配点 

１ 提案内容 

業務方針 

・仕様書の目的を理解しているか 

・調査に必要な地域情報への効果的なアクセ

スや自社のネットワークを生かした提案がな

されているか 

・地域住民からの意見徴取について具体的か

つ実現可能な提案がなされているか 

・民間意向の調査について業務経験・背景を踏

まえ有効な提案がなされているか 

・本業務の遂行に当り、有効な手法が提案され

ているか 

50 点 

スケジュール ・実現可能で無理のないスケジュールか 10 点 

事業の進め方 
・次年度以降の事業の進め方について具体的

な提案がなされているか 
10 点 

２ 業務遂行能力 

業務体制 

・事業を円滑に進められる業務体制か 

・業務担当者が対象エリアに精通し、業務に必

要な情報・知識を有しているか 

15 点 

業務実績 
・過去に同種又は類似の委託業務を実施して

いるか。 
10 点 

３ 見積金額 
点数＝５×（応募中の最低価格/応募者の提案

価格） 
5 点 

 合計 100 点 

 

事業者の選定及び結果の通知 

（１）事業者の選定 

上記の評価基準等に沿って審査、評価し、総得点の６割以上を獲得した事業者の中か

ら最高得点の業者を優先交渉権者として選定する。 

なお、審査は非公開とする。 

（２）通知 

選定結果については、全ての事業者に文書にて通知する。 

（３）選定にあたっての留意事項 

応募者が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、その者を選定の対象から外し、
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若しくは選定を取り消し、選定結果が次点のものから順に繰り上げて契約交渉の相手と

する。 

   ア 選定手続き業務に従事する職員又は関係者に対し、本件提案について不正に接触す

る行為、その他公正な手続きを妨げる行為の事実が判明した場合 

   イ 本件提案について不正な利益を得るために連合した場合 

   ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

   エ その他選定の手続きにおいて不正な行為が認められた場合 

   オ 参加資格を満たしていないことが判明した場合 

   カ 参加者による業務執行が困難であると判断される事実が判明した場合 

   キ 著しく社会的信用を損なう行為等により、参加者が受託者として業務を行うことに

ついてふさわしくないと認めた場合 

   ク 契約締結日までに指名停止となった場合 

 

１０. 契約 

（１）契約方法 

随意契約 

（２）契約保証金 

要する。（ただし、土庄町契約規則第２３条各号に該当する場合は、免除する。） 

（３）支払条件 

完了払いとし、本業務の完了検査合格後、適正な請求を受けた日から３０日以内に支

払う。 

  

１１. 提案公募に関する留意事項 

（１）優先交渉権者と町は仕様書及び提案内容等を踏まえ、契約内容について協議し、合意

に達した場合に地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により委託契約を

締結する。 

   なお、合意に達しない場合は、評価点の高い者から順次協議を行い、合意に達した時

はその者と契約を締結する。 

（２）書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨及び国際単位系（Ｓ

Ｉ）による。 

（３）参加表明書及び企画提案書の作成・提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

（４）参加表明書及び企画提案書は、返却しない。 

（５）提出された参加表明書及び企画提案書は、提出者の選定及び企画提案書の特定以外に

提出者に無断で使用しないものとする。 

（６）提出された企画提案書のうち、特定された企画提案書は、特定後、一定の期間、評価

結果とともに公開することがある。なお、特定されなかった企画提案書についても公開
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することがある。 

非公開を求める場合は、その旨を企画提案書に記載すること。この場合、企画提案書

は公開しないが、「非公開を希望した旨」を公開する。ただし、公正性、透明性、客観性

を期する必要がある場合はこの限りではない。 

（７）企画提案書作成のために町から受領した資料は、発注者の了解なく公表・使用するこ

とはできない。 

 （８）参加表明者及び企画提案者が１者のみの場合においても、審査において最高総得点の

６割以上を獲得した場合に、当該企画提案者を優先交渉権者とする。 

（９）本提案公募参加表明において、やむを得ない事情により、本公募を辞退する必要が生

じた場合は、辞退届（様式第７号）に辞退理由を明記し、町に提出すること。 

 

１２. 問合せ先 

 〒７６１－４１９２ 香川県小豆郡土庄町淵崎甲１４００－２ 

 担当部署：土庄町 総務課 

 担 当 者：山本、濵口 

 Ｔ Ｅ Ⅼ：０８７９－６２－７０００ ＦＡＸ：０８７９－６２－４０００ 

 Ｍａｉｌ：soumu@town.tonosho.lg.jp 


